
 

各園長が味付け等、調理の出来栄えを確認します。

調理した給食を各クラスの保育士が配膳します。

保育士・栄養士・民間事業者がそれぞれ連携して、食を営む力の育
成に向け食育指導を行います。なお、食育の推進にあたっては、給食
の時間以外にも行います。

食器や調理器具を・洗浄・消毒・保管し、清掃を行います。園長等
は、洗浄・清掃が衛生的に行われているか定期的に確認します。

保育所給食調理業務委託範囲（案）

　現在の保育所給食の流れは以下のとおりとなります。
　そのうち、委託を予定している作業は、○○　の部分についてです。「献立の作成」や
「食材の購入」は、現在と同様に子育て支援課が行い、民間事業者への委託は行いません。

全園統一の献立を子育て支援課で決定します。
園長・委託業者スタッフ等で構成された会議で慎重に審議し、子育て
支援課で決定します。

献立を元に子育て支援課において、食材を発注・購入します。

納品された食材の鮮度、品質、数量等を確認します。
委託業者のスタッフが確認した上、各園長等も問題がないか確認しま
す。

衛生管理やアレルギー食等に細心の注意を払いながら、各保育所で調
理します。
園長等は、調理が衛生的、安全に行われているか、確認します。
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